
■�

保
険
の
資
格
異
動
が
あ
っ
た
場
合
は

　
必
ず
届
け
出
ま
し
ょ
う

　

世
帯
員
に
国
民
健
康
保
険
の
資
格
異
動

（
転
入
、
転
出
、
社
会
保
険
へ
の
加
入
ま
た

は
脱
退
な
ど
）
が
あ
っ
た
場
合
、
世
帯
主
は

必
ず
14
日
以
内
に
町
へ
届
け
出
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
届
け
出
が
遅
れ
る
と
、
保
険
給

付
が
制
限
さ
れ
る
場
合
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　
職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
以

外
は
国
民
健
康
保
険
に
入
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
３
～
４
月
は
就
職
な
ど
で
異
動
が
多
い

時
期
で
す
。
忘
れ
ず
に
届
け
出
ま
し
ょ
う
。

　
な
お
、
国
民
健
康
保
険
税
は
、
届
け
出
を

し
た
日
の
月
か
ら
で
は
な
く
、
国
民
健
康
保

険
に
加
入
し
た
日
（
転
入
日
や
社
会
保
険
の

資
格
喪
失
日
な
ど
）
の
月
に
さ
か
の
ぼ
っ
て

掛
か
り
ま
す
。

●
国
保
に
加
入
す
る
日
と
は

・
転
入
し
た
日
（
会
社
な
ど
の
健
康
保
険
に

　
未
加
入
の
場
合
）

・
会
社
な
ど
の
健
康
保
険
を
脱
退
し
た
日

・
出
生
し
た
日

・
生
活
保
護
を
受
け
な
く
な
っ
た
日

●
国
保
を
脱
退
す
る
日
と
は

・
他
市
町
村
へ
転
出
し
た
日
（
本
町
か
ら
転

　
出
し
た
同
じ
日
に
他
市
町
村
に
転
入
し
た

　
場
合
は
、
転
出
し
た
日
）

・
会
社
な
ど
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
日
の

　
翌
日

・
生
活
保
護
を
受
け
始
め
た
日

■�

あ
ん
ま
・
は
り
・
き
ゅ
う
治
療
券

　
４
月
１
日
（
水
）
か
ら
発
行
し
ま
す

　
令
和
７
年
度
の
「
あ
ん
ま
、
は
り
、
き
ゅ

う
治
療
券
」
の
使
用
期
限
は
、
令
和
８
年
３

月
31
日
（
火
）
で
す
。
な
お
、
令
和
８
年
度

の
治
療
券
は
、
４
月
１
日
（
水
）
か
ら
発
行

し
ま
す
。
国
保
被
保
険
者
で
治
療
券
が
必
要

な
人
は
、
町
住
民
生
活
課
保
険
係
窓
口
で
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
治
療
券
の
申
請
に
必
要
な
も
の
は
「
国
民

健
康
保
険
資
格
確
認
書
」「
国
民
健
康
保
険

資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」
の
い
ず
れ
か
で
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
町
住
民
生
活
課

　
☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
３

町からのお知らせ

国
民
健
康
保
険
の
資
格
異
動
届
け
出

世
帯
主
は
必
ず
14
日
以
内
に
町
へ

国
民
年
金
の
手
続
き
は
お
済
み
で
す
か
？

退
職
し
た
ら
厚
生
年
金
か
ら
の
変
更
を

　
国
内
に
住
む
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
方
は
、

国
民
年
金
へ
の
加
入
が
法
律
で
義
務
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

　
勤
務
先
を
退
職
時
は
、
厚
生
年
金
か
ら
国

民
年
金
へ
の
変
更
手
続
き
が
必
要
で
す
。
ま

た
、
退
職
さ
れ
た
方
に
扶
養
さ
れ
て
い
た
配

偶
者
の
方
や
、
収
入
が
増
加
し
た
こ
と
で
扶

養
か
ら
外
れ
た
配
偶
者
の
方
も
国
民
年
金
へ

の
切
り
替
え
手
続
き
が
必
要
で
す
。
20
歳
に

な
ら
れ
た
学
生
の
方
も
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

■
国
民
年
金
の
保
険
料
に
つ
い
て

　

令
和
７
年
度
の
保
険
料
は
月
額
１
７
，

５
１
０
円
（
月
額
）。
８
年
度
は
４
月
か
ら

１
７
，
９
２
０
円
で
す
。
こ
の
定
額
料
に
毎

月
４
０
０
円
の
付
加
保
険
料
を
プ
ラ
ス
し
て

納
め
る
こ
と
で
、
将
来
受
給
す
る
年
金
額
を

増
や
す
こ
と
が
で
き
ま
す
（
付
加
年
金
の
加

入
に
は
申
請
が
必
要
）。

　
ま
た
、
２
年
分
、
１
年
分
、
６
か
月
分
を

ま
と
め
て
前
払
い
す
る
前
納
制
度
が
あ
り
ま

す
。
前
納
す
る
と
、
割
引
が
適
用
さ
れ
る
の

で
お
得
で
す
。
ま
た
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

に
よ
る
納
付
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。

　
納
付
期
限
は
、
納
付
対
象
月
の
翌
月
末
日

で
す
。
納
付
期
限
ま
で
に
保
険
料
を
納
め
な

い
と
、
万
が
一
の
と
き
、
障
害
年
金
や
遺
族

年
金
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

■
学
生
納
付
特
例
制
度

　
学
生
は
一
般
的
に
所
得
が
少
な
い
た
め
、

本
人
の
所
得
が
一
定
以
下
の
場
合
、
申
請
に

よ
り
在
学
中
の
保
険
料
納
付
が
猶
予
さ
れ
る

「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

　
未
納
の
ま
ま
だ
と
老
後
の
受
け
取
り
だ
け

で
な
く
、
万
が
一
け
が
や
病
気
な
ど
で
障
が

い
が
残
っ
た
際
に
保
障
が
受
け
ら
れ
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。
納
付
が
で
き
な
い
方
は
学

生
納
付
特
例
制
度
の
申
請
を
し
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

・
熊
本
東
年
金
事
務
所

　
☎
０
９
６
‐
３
６
７
‐
８
１
４
４

・
町
住
民
生
活
課

　
☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
３
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事
業
者
に
も
「
合
理
的
配
慮
の
提
供
」
が
義
務
化
さ

れ
ま
し
た

　
令
和
６
年
４
月
１
日
に
「
改
正
障
害
者

差
別
解
消
法
」
が
施
行
さ
れ
、
事
業
者
※

に
よ
る
障
が
い
の
あ
る
人
へ
の
「
合
理
的

配
慮
の
提
供
」
が
義
務
化
さ
れ
ま
し
た
。

※
個
人
事
業
主
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を

　
す
る
団
体
な
ど
も
含
み
ま
す
。
障
が
い

　
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
、
互
い
に
認
め

　
合
い
な
が
ら
共
に
生
き
る
社
会
を
目
指

　
し
て
、「
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
の
禁

　
止
」「
合
理
的
配
慮
の
提
供
」
を
掲
げ

　
て
い
ま
す
。

■�

「
合
理
的
配
慮
の
提
供
」
と
は

　
行
政
機
関
な
ど
や
事
業
者
が
事
務
・
事
業

を
行
う
際
に
、
障
が
い
の
あ
る
人
か
ら
社
会

の
中
の
バ
リ
ア
を
取
り
除
く
た
め
に
何
か
し

ら
の
対
応
を
求
め
ら
れ
た
と
き
、
負
担
が
重

す
ぎ
な
い
範
囲
で
対
応
を
行
う
こ
と
と
し
て

い
ま
す
。

■�

合
理
的
配
慮
に
は
「
建
設
的
対
話
」
が

必
要
で
す　

　
申
し
出
へ
の
対
応
が
難
し
い
場
合
で
も
、

障
が
い
の
あ
る
人
と
事
業
者
な
ど
の
双
方
が

持
っ
て
い
る
情
報
や
意
見
を
伝
え
合
い
、「
建

設
的
対
話
」
に
努
め
る
こ
と
で
、
目
的
に
応

じ
て
代
わ
り
の
手
段
を
見
つ
け
て
い
く
こ
と

が
で
き
ま
す
。

●
対
応
の
例

　
筆
談
、
読
み
上
げ
、
代
筆
、
介
助
、
席
の

　
配
慮
な
ど

■
県
の
出
前
講
座
も
ご
活
用
く
だ
さ
い
　

　
「
障
害
者
差
別
解
消
法
」
の
概
要
や
、
障

が
い
に
は
ど
ん
な
種
類
が
あ
る
の
か
、
ど
ん

な
接
し
方
を
し
た
ら
良
い
の
か
、
ど
ん
な
こ

と
が
差
別
に
あ
た
る
の
か
、
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
疑
問
を
わ
か
り
や
す
く
ご
説
明
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
県
障
が
い
者
支
援
課

　
☎
０
９
６
‐
３
３
３
‐
２
２
３
６

　
県
障
が
い
者
支
援
課（
特
定
相
談
専
用
電
話
）

　
☎
０
９
６
‐
３
３
３
‐
２
２
４
４

　
町
福
祉
課

　
☎
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
４

　
（
内
線
１
４
５
）

「ふるさと応援チケット」第２弾の利用は３月25日（水）から
　町では、物価高騰対策や地域経済の活性化を目的
とした「ふるさと応援チケット（利用期限付き商品
券）」第２弾の配布を開始しました。今回は、全町民
１人当たり１万円、65歳以上の方にはさらに１万
円を追加で配布。２月末から世帯主あてにゆうパッ
クで順次郵送しています。
●利用期間
　３月25日（水）～５月７日（木）
●チケット利用可能店舗
　「ふるさと応援チケット」は、取扱店として登録
された店舗でご利用できます。チケット郵送時に同
封の「ふるさと応援チケット取り扱い店舗一覧」で
ご確認ください。利用可能店舗が追加された場合に
は随時、町公式ウェブサイトに掲載します。
●チケット利用の注意点
・たばこや公共料金の支払い、お買物券の購入など
　には利用できません。また、お釣りは出ません。
・交付された本人または代理人以外、利用すること

　はできません。
・いかなる場合でも、チケットの再発行はできません。
・使用期限を過ぎたチケットは利用できません。
●お問い合わせ先
　【チケットに関すること】
・町地域振興課　☎096-234-1154
・町福祉課　☎096-234-1114
　【利用可能店舗に関すること】
　町商工会　☎096-234-0272

チケット取り扱い店舗一覧
は、町公式ウェブサイトで
確認できます▼

◀このポスターがチケット
　利用可能店舗の目印です。
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